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交
通
政
策
審
議
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
交
通
政
策
基
本
法
案
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号
）
（
抄
）

第
十
五
条

政
府
は
、
交
通
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
交
通
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交

通
政
策
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

交
通
政
策
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

交
通
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

二

交
通
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
目
標

三

交
通
に
関
し
、
政
府
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
通
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

交
通
政
策
基
本
計
画
は
、
国
土
の
総
合
的
な
利
用
、
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
国
の
計
画
並
び
に
環
境
の
保
全
に
関
す
る
国
の
基
本
的
な
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

内
閣
総
理
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
交
通
政
策
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

内
閣
総
理
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
通
政
策
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
趣

旨
、
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
公
表
し
、
広
く
国
民
等
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
通
政
策
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
交
通
政
策
審
議
会
及
び
社
会
資
本
整
備
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

内
閣
総
理
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
通
政
策
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境

の
保
全
の
観
点
か
ら
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

政
府
は
、
交
通
政
策
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
交
通
政
策
基
本
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
中
略
）附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

２

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
の
下
に
「
、
交
通
政
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

号
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
観
光
立
国
推
進
基
本
法
」
を
「
交
通
政
策
基
本
法
、
観
光
立
国
推
進
基
本
法
」
に
改
め
る
。
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○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

第
十
四
条

交
通
政
策
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
交
通
政
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

三

観
光
立
国
推
進
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
七
号
）
、
本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
造
船
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
、
最
低
賃
金

法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
、
勤
労
青
少
年
福
祉
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
六
号
）
、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
水
先
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
、
港
湾
整
備
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
七
十
号
）
、
広
域
臨

海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
、
空
港
法
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
及
び
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和

四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
通
政
策
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
そ
の
他
交
通
政
策
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
（
抄
）

（
分
科
会
）

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

名
称

所
掌
事
務

交
通
体
系
分
科
会

一

交
通
体
系
の
整
備
そ
の
他
の
交
通
政
策
で
あ
っ
て
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
五
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
四
条
第
三
項
並
び
に
陸
上
交
通
事
業
調
整
法
の
規
定
に
基
づ
き
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
名
す
る
。
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３

分
科
会
に
、
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


